
○
規

則

二

削
除

規

則

大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

令
和
四
年
度
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
港
港
湾
施
設
に
係
る
港
湾
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

大
分
港
大
在
地
区
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

大
分
港
西
大
分
地
区
駐
車
場
使
用
料
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

別
府
港
県
営
三
号
上
屋
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

別
府
港
北
浜
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

県
立
学
校
照
明
設
備
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

公
安
委
員
会
告
示

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六

教
育
委
員
会
訓
令
甲

大
分
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六

公

告

契
約
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七

令
和
四
年
度
屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七

大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
三
十
一
号

大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
担
保
の
提
供
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
担
保
」
の
下
に
「
（
県
を
第

一
順
位
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
、
「
提
供
し
」
の
下
に
「
、
又
は
債
権
の
保
全
に
必
要
な
金
融
機
関

（
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
）

の
保
証
、
商
工
会
議
所
、
商
工
団
体
そ
の
他
の
知
事
が
適
当
と
認
め
る
団
体
の
債
務
保
証
若
し
く
は
県
内
の

市
町
村
の
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
く
損
失
補
償
（
以
下
「
金
融
機
関
保
証
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
」
を
加

え
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
必
要
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
条
第
三
項
中
「
担
保
の
提
供
」
を
「
規
定
に
よ
る
担
保
の
提
供
等
」
に
、
「
担
保
を
提
供
す
る
」
を

「
担
保
の
提
供
等
を
す
る
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
連
帯
保
証
人
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
者
は
」
の
下
に
「
、
前
条
第
一

項
の
金
融
機
関
保
証
等
を
受
け
る
場
合
を
除
き
」
を
加
え
、
「
三
人
以
上
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
保

証
人
と
し
て
」
を
「
連
帯
保
証
人
と
し
て
」
に
、
「
保
証
人
を
」
を
「
連
帯
保
証
人
を
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
各
号
」
に
改
め
、
「
経
営
革
新
の
た

め
の
」
を
削
り
、
同
表
の
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
経
営
革
新
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
の
項
の
貸
付
け
の
相
手
方
の
欄
中
「
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
中
小
企
業
者
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
組
合
等
」
を
「
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
事

業
者
」
に
改
め
、
同
項
の
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
○
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
○
・
四
〇
パ
ー
セ
ン

ト
」
に
改
め
、
同
表
の
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
認
定
グ
ル
ー
プ
事
業
の
項
を
削
り
、
同
表
の
下

請
振
興
事
業
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
の
項
の
貸
付
け
の
相
手
方
の
欄
中
「
特
定
下
請
組
合
等
」
を
「
下
請

事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
の
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
○
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
○
・
四
〇
パ
ー
セ

ン
ト
」
に
改
め
、
同
表
の
総
合
効
率
化
計
画
認
定
グ
ル
ー
プ
事
業
の
項
の
貸
付
け
の
相
手
方
の
欄
中
「
第
二

条
第
十
六
号
」
を
「
第
二
条
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
項
の
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
○
・
三
五
パ
ー
セ
ン

ト
」
を
「
○
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
表
の
施
設
集
約
化
事
業
の
項
の
利
率
（
年
利
）
の
欄
中

令

和

四

年

第
三
一
二
号

五
月
三
十
一
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
規
則
）

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

一



○
告

示

名

称

所

在

地

指
定
を
し
た
日

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン
ク

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
十
四
番
十
二

号

令
四
・

四
・

一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

「
○
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
○
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
欄
第
十
号
を
削
り
、
同
表
の
共
同

施
設
事
業
の
項
の
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
○
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
○
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改

め
、
同
欄
第
十
一
号
を
削
り
、
同
表
の
設
備
リ
ー
ス
事
業
の
項
の
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
○
・
三
五
パ
ー

セ
ン
ト
」
を
「
○
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
号
を
削
り
、
同
表
の
企
業
合
同
事
業
の
項
の

利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
○
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
○
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
表
の
集
団

化
事
業
の
項
の
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
○
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
○
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改

め
、
同
欄
第
十
二
号
を
削
り
、
同
表
の
集
積
区
域
整
備
事
業
の
項
の
利
率
（
年
利
）
の
欄
中
「
○
・
三
五
パ

ー
セ
ン
ト
」
を
「
○
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
欄
第
八
号
を
削
る
。

別
表
第
四
の
地
域
産
業
創
造
基
盤
整
備
活
性
化
事
業
の
項
及
び
商
店
街
整
備
等
活
性
化
支
援
事
業
の
項
中

「
○
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
○
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
の
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
認
定
グ
ル
ー
プ
事
業
の
項
、
連
鎖
化
事
業
の
項
及
び
経

営
改
革
事
業
の
項
を
削
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中
「
㊞
」
を
削
る
。

「
連
帯
保
証
人
住
所

氏
名

㊞

第
六
号
様
式
中

連
帯
保
証
人
住
所

を

氏
名

㊞

連
帯
保
証
人
住
所

氏
名

㊞
」

「
連
帯
保
証
人
住
所

氏
名

㊞

に
改
め
る
。

連
帯
保
証
人
住
所

氏
名

㊞
」

第
八
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
㊞
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ

の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
申
請
さ
れ
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用

し
、
施
行
日
前
に
申
請
さ
れ
た
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則

（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
て
い
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
日
以
後
に
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
条
件
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
が
、

連
帯
保
証
人
に
代
え
て
新
規
則
第
七
条
第
一
項
の
担
保
を
提
供
し
、
又
は
金
融
機
関
保
証
等
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
は
、
同
条
及
び
第
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
貸
付
け
に
関
す
る
条
件
の
特
例
）

４

施
行
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
決
定
を
行
う
資
金
の
貸
付
け
（
新
規
則
第
七
条
第
一
項

の
金
融
機
関
の
保
証
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
に
関
す
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
表
第
三
及
び

別
表
第
四
の
貸
付
金
の
額
の
欄
中
「
百
分
の
八
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

５

旧
規
則
第
一
号
様
式
、
第
五
号
様
式
、
第
六
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
の
規
定

に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

二

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
歳
入
等

ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金

三

指
定
期
間

指
定
を
し
た
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
令
和
四

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

二



種
畜
証
明
書
番
号

名
前

（
登
録
・
登
記
番
号
）

品
種

検
査
成
績

令
四
大
分
県
臨
一
第
一
号

福
２
（
２０２０子

大
分
黒
５４３４）

黒
毛
和
種

二
級

令
四
大
分
県
臨
一
第
二
号

富
勝
幸

（
２０２０子

大
分
黒
１３４３８）

黒
毛
和
種

二
級

令
四
大
分
県
臨
一
第
三
号

秋
葉
５６

（
２０２１子

大
分
黒
４２５）

黒
毛
和
種

二
級

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

年
度
の
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
有

水
面
埋
立
て
を
免
許
し
た
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

免
許
の
年
月
日

令
和
四
年
五
月
二
十
七
日

二

出
願
人
の
住
所
及
び
氏
名

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県

代
表
者

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

三

埋
立
て
の
区
域

１

位
置

第
一
区
域

津
久
見
市
大
字
堅
浦
字
羽
迫
一
一
一
一
番
二
に
接
す
る
白
地
か
ら
同
市
大
字
堅
浦
字
太
田
都
留
九
二

九
番
一
二
に
接
す
る
白
地
に
至
る
各
地
先
の
公
有
水
面

第
二
区
域

津
久
見
市
大
字
堅
浦
字
太
田
都
留
一
七
六
六
番
の
地
先
の
公
有
水
面

２

区
域

第
一
区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
㉚
の
地
点
を
結
ぶ
令
和
二
年
の
秋
分
の
満
潮
位

（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
七
七
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線

①
の
地
点

大
分
県
津
久
見
市
大
字
下
青
江
四
七
〇
番
地
の
国
土
地
理
院
三
等
三
角
点
「
水
晶
山
」

（
北
緯
三
三
度
〇
四
分
五
九
秒
六
二
二
東
経
一
三
一
度
五
一
分
五
七
秒
九
〇
四
（
以
下
「
基

点
」
と
い
う
。
）
）
か
ら
三
三
八
度
二
四
分
一
二
秒
八
二
五
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
〇
八
分
三
七
秒
〇
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
四
二
分
二
五
秒
一
一
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
三
五
度
四
〇
分
五
一
秒
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
四
二
分
三
五
秒
二
三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
一
五
度
四
二
分
五
五
秒
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
四
一
分
五
三
秒
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
三
五
度
四
〇
分
一
一
秒
一
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
四
二
分
四
二
秒
三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
二
一
五
度
四
二
分
四
九
秒
一
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
四
二
分
四
八
秒
四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
三
五
度
四
二
分
五
五
秒
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
四
七
分
二
二
秒
五
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
三
〇
六
度
一
六
分
二
五
秒
四
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
三
〇
七
度
一
〇
分
五
〇
秒
四
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら
二
一
七
度
三
五
分
五
九
秒
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点

⑯
の
地
点
か
ら
三
〇
七
度
五
六
分
三
八
秒
一
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら
三
八
度
二
一
分
一
八
秒
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑲
の
地
点

⑱
の
地
点
か
ら
三
〇
八
度
三
二
分
四
二
秒
二
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑳
の
地
点

⑲
の
地
点
か
ら
三
〇
九
度
四
九
分
一
一
秒
四
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉑
の
地
点

⑳
の
地
点
か
ら
三
一
一
度
四
四
分
〇
一
秒
四
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉒
の
地
点

㉑
の
地
点
か
ら
三
一
三
度
五
六
分
〇
四
秒
三
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉓
の
地
点

㉒
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
四
四
分
四
七
秒
一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉔
の
地
点

㉓
の
地
点
か
ら
三
一
六
度
一
五
分
三
五
秒
三
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉕
の
地
点

㉔
の
地
点
か
ら
二
七
九
度
二
六
分
三
八
秒
二
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉖
の
地
点

㉕
の
地
点
か
ら
九
度
二
七
分
〇
一
秒
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉗
の
地
点

㉖
の
地
点
か
ら
二
七
九
度
二
七
分
二
七
秒
七
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉘
の
地
点

㉗
の
地
点
か
ら
九
度
二
七
分
二
四
秒
六
一
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



㉙
の
地
点

㉘
の
地
点
か
ら
三
一
二
度
三
六
分
五
二
秒
二
六
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㉚
の
地
点

㉙
の
地
点
か
ら
二
七
九
度
二
七
分
二
六
秒
六
八
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

第
二
区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
㉛
の
地
点
と
33
の
地
点
を
結
ぶ
令
和
二
年
の
秋
分
の
満
潮
位

（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
七
七
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線

㉛
の
地
点

基
点
か
ら
三
三
〇
度
一
七
分
一
一
秒
一
、
〇
五
九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

32
の
地
点

㉛
の
地
点
か
ら
一
八
九
度
二
七
分
二
七
秒
二
三
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

33
の
地
点

32
の
地
点
か
ら
二
七
九
度
二
七
分
三
二
秒
二
一
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

第
一
区
域

六
、
九
四
九
・
五
七
平
方
メ
ー
ト
ル

第
二
区
域

五
三
〇
・
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

全
体

七
、
四
七
九
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

津
久
見
市
大
字
堅
浦
字
羽
迫
一
一
一
一
番
二
か
ら
同
市
大
字
堅
浦
字
太
田
都
留
一
七
六
六
番
に
至
る

各
地
内
及
び
同
地
先
の
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ａ
の
地
点
と
ｗ
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域Ａ
の
地
点

基
点
か
ら
三
三
八
度
五
四
分
〇
八
秒
八
一
二
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｂ
の
地
点

Ａ
の
地
点
か
ら
二
一
五
度
四
二
分
二
九
秒
二
四
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｃ
の
地
点

Ｂ
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
四
二
分
二
八
秒
八
三
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｄ
の
地
点

Ｃ
の
地
点
か
ら
二
七
九
度
二
七
分
二
六
秒
一
〇
〇
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｅ
の
地
点

Ｄ
の
地
点
か
ら
九
度
二
七
分
二
四
秒
三
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｆ
の
地
点

Ｅ
の
地
点
か
ら
二
七
九
度
二
七
分
二
六
秒
四
九
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｇ
の
地
点

Ｆ
の
地
点
か
ら
二
五
〇
度
〇
〇
分
〇
一
秒
二
五
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｈ
の
地
点

Ｇ
の
地
点
か
ら
二
七
八
度
一
九
分
一
二
秒
五
三
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｊ
の
地
点

Ｈ
の
地
点
か
ら
九
度
〇
七
分
三
三
秒
一
八
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｋ
の
地
点

Ｊ
の
地
点
か
ら
三
五
度
三
六
分
三
八
秒
一
九
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｌ
の
地
点

Ｋ
の
地
点
か
ら
一
八
度
〇
九
分
二
四
秒
五
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｍ
の
地
点

Ｌ
の
地
点
か
ら
一
八
度
〇
九
分
〇
九
秒
五
五
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｎ
の
地
点

Ｍ
の
地
点
か
ら
一
〇
七
度
五
〇
分
三
四
秒
一
四
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｐ
の
地
点

Ｎ
の
地
点
か
ら
一
二
度
〇
四
分
二
六
秒
一
五
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｑ
の
地
点

Ｐ
の
地
点
か
ら
一
二
度
〇
四
分
〇
二
秒
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｒ
の
地
点

Ｑ
の
地
点
か
ら
一
〇
度
五
九
分
二
六
秒
一
一
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｓ
の
地
点

Ｒ
の
地
点
か
ら
一
〇
三
度
〇
九
分
二
一
秒
二
七
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｔ
の
地
点

Ｓ
の
地
点
か
ら
八
六
度
五
八
分
五
一
秒
〇
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｕ
の
地
点

Ｔ
の
地
点
か
ら
四
一
度
三
二
分
一
六
秒
一
一
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｖ
の
地
点

Ｕ
の
地
点
か
ら
一
一
九
度
一
八
分
三
六
秒
四
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｗ
の
地
点

Ｖ
の
地
点
か
ら
一
一
一
度
三
一
分
五
五
秒
七
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｘ
の
地
点

Ｗ
の
地
点
か
ら
一
一
一
度
〇
六
分
〇
三
秒
二
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｙ
の
地
点

Ｘ
の
地
点
か
ら
一
一
一
度
四
六
分
四
六
秒
九
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｚ
の
地
点

Ｙ
の
地
点
か
ら
一
一
五
度
五
一
分
二
三
秒
二
三
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ａ
の
地
点

Ｚ
の
地
点
か
ら
一
一
五
度
五
一
分
〇
一
秒
三
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｂ
の
地
点

ａ
の
地
点
か
ら
一
〇
四
度
四
二
分
二
五
秒
二
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｃ
の
地
点

ｂ
の
地
点
か
ら
一
〇
五
度
五
〇
分
四
八
秒
二
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｄ
の
地
点

ｃ
の
地
点
か
ら
一
一
四
度
一
四
分
一
九
秒
一
一
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｅ
の
地
点

ｄ
の
地
点
か
ら
一
二
二
度
〇
三
分
五
三
秒
一
三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｆ
の
地
点

ｅ
の
地
点
か
ら
一
三
二
度
三
六
分
四
三
秒
一
一
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｇ
の
地
点

ｆ
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
一
八
分
〇
七
秒
九
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｈ
の
地
点

ｇ
の
地
点
か
ら
一
五
四
度
四
二
分
〇
七
秒
九
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｉ
の
地
点

ｈ
の
地
点
か
ら
一
六
三
度
一
三
分
五
三
秒
四
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｊ
の
地
点

ｉ
の
地
点
か
ら
一
六
六
度
五
〇
分
三
四
秒
一
二
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｋ
の
地
点

ｊ
の
地
点
か
ら
一
六
九
度
三
二
分
四
一
秒
一
〇
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｍ
の
地
点

ｋ
の
地
点
か
ら
一
六
二
度
二
三
分
〇
八
秒
八
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｎ
の
地
点

ｍ
の
地
点
か
ら
一
五
二
度
三
五
分
五
八
秒
五
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｐ
の
地
点

ｎ
の
地
点
か
ら
一
五
二
度
一
九
分
〇
四
秒
三
六
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｑ
の
地
点

ｐ
の
地
点
か
ら
一
四
三
度
四
九
分
三
四
秒
五
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｒ
の
地
点

ｑ
の
地
点
か
ら
一
二
八
度
一
六
分
一
三
秒
一
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｓ
の
地
点

ｒ
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
〇
一
分
五
九
秒
四
二
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｔ
の
地
点

ｓ
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
三
一
分
四
九
秒
五
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｕ
の
地
点

ｔ
の
地
点
か
ら
一
四
二
度
二
七
分
〇
五
秒
九
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｖ
の
地
点

ｕ
の
地
点
か
ら
一
五
一
度
三
二
分
五
九
秒
五
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｗ
の
地
点

ｖ
の
地
点
か
ら
一
四
二
度
一
六
分
一
七
秒
八
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）
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３

面
積

二
六
、
三
九
四
・
二
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

道
路
用
地
、
護
岸
用
地
、
ふ
頭
用
地

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
港
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
市
豊
海
一
丁
目
一
番
九
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
な
と
ま
ち
づ
く
り

理
事
長

橋

本

均

二

委
託
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
港
大
在
地
区
の
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委

託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
市
大
字
大
在
六
番
地

株
式
会
社
大
分
国
際
貿
易
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役
社
長

藤

澤

崇

資

二

委
託
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
港
西
大
分
地
区
駐
車
場
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

北
九
州
市
小
倉
南
区
湯
川
二
丁
目
九
番
二
十
二
号
ア
マ
ノ
株
式
会
社
北
九
州
支
店
内
三
階

ア
マ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
北
九
州
営
業
所

所
長

菅

本

修

通

二

委
託
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
別
府
港
県
営
三
号
上
屋
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

別
府
市
新
港
町
九
百
四
十
二
番
五
号

株
式
会
社
お
お
い
た
観
光
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

奥

村

伸

幸

二

委
託
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
別
府
港
北
浜
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
の
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

山
口
県
宇
部
市
港
町
一
丁
目
十
三
番
五
号

株
式
会
社
サ
サ
キ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

佐
々
木

勝

吉

二

委
託
期
間

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五
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指
定
を

解
除
す

る
区
域

の
名
称

所
在
地

指
定
の

区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

指
定
年

月
日
及

び
告
示

番
号

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等

に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推

進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十

三
年
政
令
第
八
十

四
号
）
で
定
め
る

事
項

備

考

山
口
原

②

杵
築
市

山
香
町

大
字
向

野
及
び

宇
佐
市

大
字
西

屋
敷

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

令
和
三

年
十
月

八
日
大

分
県
告

示
第
五

百
九
十

七
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、
省

略
し
、
関
係
土
木
事

務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

鳴
川
A

別
府
市

両
郡
橋

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
二

十
七
年

二
月
三

日
大
分

県
告
示

第
五
十

四
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鳴
川
C

別
府
市

両
郡
橋

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

土
石
流

平
成
二

十
七
年

二
月
三

日
大
分

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

災
害
特

別
警
戒

区
域

県
告
示

第
五
十

四
号

塚
原
硫

黄
山

由
布
市

湯
布
院

町
塚
原

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
十
一

月
六
日

大
分
県

告
示
第

六
百
二

十
六
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
平
川

②

由
布
市

挾
間
町

内
成

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
十
一

月
六
日

大
分
県

告
示
第

六
百
二

十
六
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

平
原
川

⑤

由
布
市

庄
内
町

北
大
津

留
・
別

府
市
山

の
口

土
砂
災

害
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
十
一

月
六
日

大
分
県

告
示
第

六
百
二

十
六
号

別
図
の

と
お
り

一
の
坂

川
B

速
見
郡

日
出
町

大
字
南

畑

土
砂
災

害
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
二

十
八
年

三
月
十

五
日
大

分
県
告

示
第
百

四
十
三

号

別
図
の

と
お
り

秋
畑
川

２
号

玖
珠
郡

玖
珠
町

大
字
山

浦

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

土
石
流

令
和
二

年
一
月

二
十
四

日
大
分

県
告
示

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災

害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
、
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

六



別
警
戒

区
域

第
四
十

四
号

秋
畑
川

３
号

玖
珠
郡

玖
珠
町

大
字
山

浦
、
日

田
市
天

ヶ
瀬
町

本
城

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
一
月

二
十
四

日
大
分

県
告
示

第
四
十

四
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
浦
川

支
川

玖
珠
郡

玖
珠
町

大
字
山

浦

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
一
月

二
十
四

日
大
分

県
告
示

第
四
十

四
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

中
野
川

③

玖
珠
郡

玖
珠
町

大
字
山

浦

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
八
月

二
十
五

日
大
分

県
告
示

第
四
百

七
十
五

号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

榎
津
留

川

豊
後
大

野
市
緒

方
町
大

石

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
二

十
七
年

八
月
十

四
日
大

分
県
告

示
第
五

百
六
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
賀
川

一
支
渓

A

豊
後
大

野
市
朝

地
町
朝

地

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
二

十
九
年

八
月
十

八
日
大

分
県
告

示
第
四

百
九
十

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

一
号

小
賀
川

一
支
渓

B

豊
後
大

野
市
朝

地
町
朝

地

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
二

十
九
年

八
月
十

八
日
大

分
県
告

示
第
四

百
九
十

一
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

草
場
川

宇
佐
市

大
字
立

石

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
二

十
年
三

月
二
十

八
日
大

分
県
告

示
第
二

百
九
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
高
島

川

国
東
市

国
見
町

竹
田
津

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
三

十
年
三

月
十
三

日
大
分

県
告
示

第
百
九

十
七
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

中
ノ
川

川
①

国
東
市

安
岐
町

矢
川

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
二

十
八
年

十
一
月

十
八
日

大
分
県

告
示
第

五
百
九

十
七
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

清
徳

宇
佐
市

大
字
江

熊
・
杵

築
市
山

香
町
大

字
向
野

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
十
一

月
十
七

日
大
分

県
告
示

第
六
百

五
十
三

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

七



号

平
山
川

②

杵
築
市

山
香
町

大
字
向

野

土
砂
災

害
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
二

十
六
年

十
二
月

二
十
六

日
大
分

県
告
示

第
七
百

六
十
五

号

別
図
の

と
お
り

柿
ノ
木

川
①

大
分
市

大
字
端

登

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
三

十
年
六

月
二
十

九
日
大

分
県
告

示
第
四

百
二
十

三
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
原
川

②

大
分
市

大
字
端

登

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
三

十
年
六

月
二
十

九
日
大

分
県
告

示
第
四

百
二
十

三
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

姿
川

竹
田
市

大
字
太

田

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
一
月

七
日
大

分
県
告

示
第
九

号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

矢
原
川

②

竹
田
市

大
字
入

田

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

土
石
流

令
和
二

年
一
月

七
日
大

分
県
告

示
第
九

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

別
警
戒

区
域

号

山
の
口

川
①

別
府
市

山
の
口

・
由
布

市
庄
内

町
北
大

津
留

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
十
一

月
十
七

日
大
分

県
告
示

第
六
百

五
十
三

号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
代
川

１
号
A

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
野

上
・
由

布
市
湯

布
院
町

川
西

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
八
月

二
十
五

日
大
分

県
告
示

第
四
百

七
十
五

号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

富
田
川

杵
築
市

山
香
町

大
字
久

木
野
尾

土
砂
災

害
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
元

年
九
月

二
十
日

大
分
県

告
示
第

百
九
十

号

別
図
の

と
お
り

花
合
野

川

由
布
市

湯
布
院

町
湯
平

・
由
布

市
湯
布

院
町
下

湯
平
・

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
田

野

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
三

年
一
月

二
十
六

日
大
分

県
告
示

第
六
十

九
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

十
五
駄

川

玖
珠
郡

玖
珠
町

土
砂
災

害
警
戒

土
石
流

平
成
二

十
二
年

別
図
の

と
お
り

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

八



大
字
岩

室

区
域

三
月
五

日
大
分

県
告
示

第
二
百

十
四
号

北
平
川

④

日
田
市

天
瀬
町

馬
原

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
元

年
十
二

月
二
十

日
大
分

県
告
示

第
三
百

四
十
九

号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

赤
岩

日
田
市

天
瀬
町

本
城
・

玖
珠
郡

玖
珠
町

大
字
山

浦

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
十
一

月
二
十

七
日
大

分
県
告

示
第
六

百
六
十

九
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

粟
野
本

村
川
３

号

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
粟

野

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
二

十
八
年

三
月
十

五
日
大

分
県
告

示
第
百

四
十
三

号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

粟
野
川

A

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
粟

野
・
玖

珠
郡
玖

珠
町
大

字
大
隈

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
八
月

二
十
五

日
大
分

県
告
示

第
四
百

七
十
五

号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

粟
野
川

玖
珠
郡

土
砂
災

土
石
流

令
和
二

別
図
の

別
図
の
と
お
り

B

九
重
町

大
字
粟

野
・
玖

珠
郡
玖

珠
町
大

字
大
隈

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

年
八
月

二
十
五

日
大
分

県
告
示

第
四
百

七
十
五

号

と
お
り

小
平
谷

川
１
号

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
野

上

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
元

年
八
月

二
十
七

日
大
分

県
告
示

第
百
五

十
九
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

平
家
川

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
野

上

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

令
和
二

年
一
月

二
十
四

日
大
分

県
告
示

第
四
十

四
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
河
内

④

玖
珠
郡

玖
珠
町

大
字
古

後

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
八
年

九
月
六

日
大
分

県
告
示

第
四
百

八
十
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

代
太
郎

２
B

玖
珠
郡

玖
珠
町

大
字
戸

畑

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
八
年

十
一
月

十
八
日

大
分
県

告
示
第

五
百
九

十
七
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

江
熊

宇
佐
市

大
字
江

土
砂
災

害
警
戒

急
傾
斜

地
の
崩

平
成
二

十
九
年

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

九



熊

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

壊

十
一
月

二
十
八

日
大
分

県
告
示

第
六
百

五
十
一

号

舟
ヶ
平

②
B

大
分
市

大
字
福

宗

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
三

十
年
十

一
月
九

日
大
分

県
告
示

第
六
百

五
十
六

号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

古
賀
原

①

別
府
市

古
賀
原

・
由
布

市
挾
間

町
七
蔵

司

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

令
和
二

年
十
一

月
十
七

日
大
分

県
告
示

第
六
百

五
十
三

号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

五
行
塚

玖
珠
郡

玖
珠
町

大
字
岩

室

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
五
年

三
月
二

十
八
日

大
分
県

告
示
第

二
百
二

十
五
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

深
瀬
⑦

B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

深
耶
馬

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
九
年

十
一
月

二
十
八

日
大
分

県
告
示

第
六
百

五
十
一

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

号

一
手
野

②

日
田
市

天
瀬
町

本
城
・

玖
珠
郡

玖
珠
町

大
字
山

浦

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

令
和
二

年
十
一

月
二
十

七
日
大

分
県
告

示
第
六

百
六
十

九
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

赤
松

別
府
市

赤
松

土
砂
災

害
警
戒

区
域

地
滑
り

平
成
三

十
年
九

月
七
日

大
分
県

告
示
第

五
百
四

十
五
号

別
図
の

と
お
り

石
仏

宇
佐
市

安
心
院

町
東
椎

屋

土
砂
災

害
警
戒

区
域

地
滑
り

平
成
三

十
一
年

一
月
十

八
日
大

分
県
告

示
第
三

十
五
号

別
図
の

と
お
り

杉
河
内

玖
珠
郡

玖
珠
町

大
字
山

浦
・
日

田
市
天

瀬
町
赤

岩

土
砂
災

害
警
戒

区
域

地
滑
り

令
和
二

年
八
月

二
十
五

日
大
分

県
告
示

第
四
百

七
十
五

号

別
図
の

と
お
り

荻
原

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
柚

野
木

土
砂
災

害
警
戒

区
域

地
滑
り

平
成
三

十
一
年

二
月
十

二
日
大

分
県
告

示
第
七

十
七
号

別
図
の

と
お
り

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
〇



西
庵
造

速
見
郡

日
出
町

大
字
真

那
井

土
砂
災

害
警
戒

区
域

地
滑
り

令
和
元

年
十
二

月
三
日

大
分
県

告
示
第

三
百
二

十
六
号

別
図
の

と
お
り

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項

備

考

鳴
川
A

大
分
市

大
字
神

崎
及
び

別
府
市

両
郡
橋

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
関
係
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

鳴
川
C

大
分
市

大
字
神

崎
及
び

別
府
市

赤
松

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

塚
原
硫

黄
山

別
府
市

大
字
天

間
及
び

由
布
市

湯
布
院

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

町
塚
原

小
平
川

②

別
府
市

東
山
二

区
及
び

由
布
市

挾
間
町

内
成

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

平
原
川

⑤

別
府
市

山
の
口

及
び
由

布
市
庄

内
町
北

大
津
留

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

一
の
坂

川
B

別
府
市

大
所
及

び
速
見

郡
日
出

町
大
字

南
畑

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

秋
畑
川

２
号

日
田
市

天
瀬
町

本
城
及

び
玖
珠

郡
玖
珠

町
大
字

山
浦

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

秋
畑
川

３
号

日
田
市

天
瀬
町

本
城
及

び
玖
珠

郡
玖
珠

町
大
字

山
浦

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
浦
川

支
川

日
田
市

天
瀬
町

本
城
及

び
玖
珠

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
一



郡
玖
珠

町
大
字

山
浦

中
野
川

③

日
田
市

天
瀬
町

本
城
及

び
玖
珠

郡
玖
珠

町
大
字

山
浦

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

榎
津
留

川

竹
田
市

大
字
倉

木
及
び

豊
後
大

野
市
緒

方
町
大

石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
賀
川

一
支
渓

A

竹
田
市

大
字
中

及
び
豊

後
大
野

市
朝
地

町
朝
地

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
賀
川

一
支
渓

B

竹
田
市

大
字
中

及
び
豊

後
大
野

市
朝
地

町
朝
地

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

草
場
川

豊
後
高

田
市
界

及
び
宇

佐
市
大

字
立
石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
高
島

川

豊
後
高

田
市
見

目
及
び

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

国
東
市

国
見
町

竹
田
津

区
域

中
ノ
川

川
①

杵
築
市

大
田
俣

水
及
び

国
東
市

安
岐
町

矢
川

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

清
徳

杵
築
市

山
香
町

大
字
向

野
及
び

宇
佐
市

大
字
江

熊

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

平
山
川

②

杵
築
市

山
香
町

大
字
向

野
及
び

宇
佐
市

大
字
西

屋
敷

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

柿
ノ
木

川
①

大
分
市

大
字
端

登
及
び

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
下

津
尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
原
川

②

大
分
市

大
字
端

登
及
び

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
下

津
尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
二



姿
川

竹
田
市

大
字
太

田
及
び

豊
後
大

野
市
緒

方
町
木

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

矢
原
川

②

竹
田
市

大
字
入

田
及
び

豊
後
大

野
市
緒

方
町
木

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
の
口

川
①

別
府
市

山
の
口

及
び
大

字
東
山

並
び
に

由
布
市

庄
内
町

北
大
津

留

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
代
川

１
号
A

由
布
市

湯
布
院

町
川
西

及
び
玖

珠
郡
九

重
町
大

字
野
上

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

富
田
川

杵
築
市

山
香
町

大
字
久

木
野
尾

及
び
速

見
郡
日

出
町
大

字
南
畑

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

花
合
野

川

由
布
市

湯
布
院

町
湯
平

及
び
下

湯
平
並

び
に
玖

珠
郡
九

重
町
大

字
田
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

十
五
駄

川

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
松

木
及
び

玖
珠
町

大
字
岩

室

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

北
平
川

④

日
田
市

天
瀬
町

馬
原
及

び
玖
珠

郡
玖
珠

町
大
字

戸
畑

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

赤
岩

日
田
市

天
瀬
町

本
城
及

び
玖
珠

郡
玖
珠

町
大
字

山
浦

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

粟
野
本

村
川
３

号

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
粟

野
及
び

玖
珠
町

大
字
大

隈

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

粟
野
川

玖
珠
郡

土
砂
災
害
警
戒

土
石
流

別
図
の

別
図
の
と
お
り

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
三



A

九
重
町

大
字
粟

野
及
び

玖
珠
町

大
字
大

隈

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

と
お
り

粟
野
川

B

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
粟

野
及
び

玖
珠
町

大
字
大

隈

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
平
谷

川
１
号

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
野

上
及
び

玖
珠
町

大
字
日

出
生

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

平
家
川

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
野

上
及
び

玖
珠
町

大
字
日

出
生

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
河
内

④

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

金
吉
及

び
玖
珠

郡
玖
珠

町
大
字

古
後

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

代
太
郎

２
B

日
田
市

天
瀬
町

馬
原
及

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

び
玖
珠

郡
玖
珠

町
大
字

戸
畑

区
域

江
熊

杵
築
市

山
香
町

大
字
向

野
及
び

宇
佐
市

大
字
江

熊

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

舟
ヶ
平

②
B

大
分
市

大
字
福

宗
及
び

由
布
市

挾
間
町

谷

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

古
賀
原

①

別
府
市

古
賀
原

及
び
由

布
市
挾

間
町
七

蔵
司

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

五
行
塚

玖
珠
郡

九
重
町

大
字
松

木
及
び

玖
珠
町

大
字
岩

室

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

深
瀬
⑦

B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

深
耶
馬

及
び
玖

珠
郡
玖

珠
町
大

字
太
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
四



一
手
野

②

日
田
市

天
瀬
町

本
城
及

び
玖
珠

郡
玖
珠

町
大
字

山
浦

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

赤
松

大
分
市

大
字
神

崎
並
び

に
別
府

市

赤

松
、
山

家
及
び

両
郡
橋

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

石
仏

別
府
市

大
字
南

畑
並
び

に
宇
佐

市
安
心

院
町
東

椎
屋
及

び
南
畑

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

杉
河
内

日
田
市

天
瀬
町

赤
岩
及

び
玖
珠

郡
玖
珠

町
大
字

山
浦

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

荻
原

臼
杵
市

野
津
町

大
字
柚

野
木
及

び
豊
後

大
野
市

犬
飼
町

柚
野
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

西
庵
造

杵
築
市

大
字
熊

野
及
び

速
見
郡

日
出
町

大
字
真

那
井

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

委
託
し
た
事
務
に
係
る
施
設
名

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
県
立
高
田
高
等
学
校

豊
後
高
田
市
中
真
玉
二
一
四
四
番
地
一
二

豊
後
高
田
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

佐

々

木

敏

夫

大
分
県
立
海
洋
科
学
高
等
学
校

臼
杵
市
大
字
臼
杵
二
の
一
〇
七
番
五
六
二

臼
杵
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会

長

尾

崎

康

大
分
県
立
久
住
高
原
農
業
高
等
学
校

竹
田
市
大
字
会
々
一
六
五
〇
番
地

竹
田
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

首

藤

勝

次

大
分
県
立
芸
術
緑
丘
高
等
学
校

大
分
市
上
野
町
四
番
五
号

ひ
し
の
み
ク
ラ
ブ

会

長

平

松

義

広

大
分
県
立
日
田
三
隈
高
等
学
校

日
田
市
田
島
二
丁
目
六－

一

日
田
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会

長

日

出

正

義

大
分
県
立
日
田
林
工
高
等
学
校

日
田
市
田
島
二
丁
目
六－

一

日
田
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会

長

日

出

正

義

大
分
県
立
由
布
高
等
学
校

由
布
市
庄
内
町
大
龍
二
一
三
一
由
布
市
庄
内
体
育
セ
ン
タ
ー
内

み
こ
と
ス
マ
イ
ル
イ
ン
ク
ラ
ブ

会

長

新

井

一

徳

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
県
立
学
校
照
明
設
備
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

委
託
し
た
事
務
に
係
る
施
設
名
並
び
に
受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
五



大
分
県
立
杵
築
高
等
学
校

杵
築
市
大
字
本
庄
二
〇
〇
五
番
地

杵
築
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

永

松

悟

大
分
県
立
三
重
総
合
高
等
学
校

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
一
二
〇
〇
番
地

豊
後
大
野
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

川

野

文

敏

大
分
県
立
新
生
支
援
学
校

大
分
市
玉
沢
一
〇
三
番
地

わ
さ
だ
夢
ク
ラ
ブ

会

長

安

東

房

吉

大
分
県
立
大
分
支
援
学
校

大
分
市
横
田
一－

一
七－

四
〇
第
一
芙
容
荘
一
〇
七

Ｏ
Ｚ
Ａ
Ｉ
元
気
ク
ラ
ブ

会

長

河

越

康

秀

大
分
県
立
中
津
支
援
学
校

中
津
市
豊
田
町
一
四
番
地
三

中
津
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

内

尾

伸

行

大
分
県
立
中
津
東
高
等
学
校

中
津
市
豊
田
町
一
四
番
地
三

中
津
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

内

尾

伸

行

大
分
県
立
臼
杵
高
等
学
校

臼
杵
市
大
字
臼
杵
二
の
一
〇
七
番
五
六
二

臼
杵
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会

長

尾

崎

康

大
分
県
立
南
石
垣
支
援
学
校

別
府
市
朝
見
二－

三－

三
五

に
こ
し
ん
ク
ラ
ブ

会

長

黒

木

愛
一
郎

大
分
県
立
さ
く
ら
の
杜
高
等
支
援
学
校

大
分
市
田
室
町
三
番
三
七
号

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
お
お
み
ち
ふ
れ
あ
い
ク
ラ
ブ

会

長

園

田

幸

一

○
公
安
委
員
会
告
示

活
動
区
域

別
府
警
察
署
の
管
轄
区
域

連
絡

先

別
府
市
田
の
湯
町
１３番

１３号
別
府
警
察
署

氏
名

矢
野
裕
一
郎

○
教
育
委
員
会
訓
令
甲

二

委
託
の
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
５８号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
２９第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地
域
交

通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
委
嘱
し
た
。

令
和
４
年
５
月
３１日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号

教

育

庁

教

育

機

関

大
分
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大

分

県

教

育

委

員

会

第
九
条
前
段
中
「
場
合
」
を
「
と
き
」
に
改
め
、
同
条
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
金
属
そ
の
他
の
素
材
で
公
印
を
押
印
す
る
こ
と
が
困
難
な
物
に
押
印
す
る
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
務
処
理
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
す
る
公
印
の
印
影

を
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
委
任
）

第
十
一
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
印
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
分
県
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

２

大
分
県
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
三
条
中
「
と
き
」
の
下
に
「
、
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
金
属
そ
の
他
の
素
材
で
公
印
を
押
印
す

る
こ
と
が
困
難
な
物
に
押
印
す
る
と
き
」
を
加
え
、
「
当
該
文
書
」
を
「
当
該
文
書
等
」
に
改
め
る
。

大
分
県
報
（
告
示
・
公
安
委
告
示
・
教
育
委
訓
令
甲
）

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

一
六



○
公

告

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

令
和
四
年
度
大
分
県
自
治
体
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
利
用
契
約

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
四
月
一
日

四

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
オ
ー
イ
ー
シ
ー

代
表
取
締
役
社
長

加

藤

健

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
七
号

五

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

九
千
三
百
三
十
四
万
三
千
五
百
三
十
六
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
七
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
令
和
四
年
度
屋
外
広
告
物
講
習
会
を
開
催
す
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

令
和
四
年
七
月
八
日
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２

場
所

大
分
市
金
池
南
一
丁
目
五
番
一
号

Ｊ：

Ｃ
Ｏ
Ｍ
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分

二

講
習
要
目
及
び
講
習
時
間

１

屋
外
広
告
物
に
関
す
る
法
令

一
時
間
三
十
分

２

屋
外
広
告
物
の
表
示
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二
時
間

３

屋
外
広
告
物
の
施
工
に
関
す
る
事
項

二
時
間

三

受
講
対
象
者

１

大
分
県
内
に
お
い
て
現
に
屋
外
広
告
業
を
営
む
者
又
は
屋
外
広
告
業
を
営
も
う
と
す
る
者

２

屋
外
広
告
業
を
営
む
者
の
営
業
所
に
お
い
て
、
屋
外
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
屋
外
広
告
物
を
掲
出

す
る
物
件
を
設
置
す
る
責
任
者
又
は
責
任
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者

な
お
、
こ
の
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
者
は
、
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
業
務
主
任
者
に
な
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
受
講
者
は
、
大
分
県
内
に
勤
務
し
、
又

は
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
者
に
限
る
も
の
と
す
る
。

四

講
習
手
数
料

受
講
申
込
書
に
二
千
円
の
大
分
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と
。

五

受
講
申
込
期
間
及
び
受
付
時
間

１

受
講
申
込
期
間

令
和
四
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
定
員
六
十
名
程
度
（
大
分
市
と

の
共
催
分
を
含
む
。
）
に
な
り
次
第
締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

２

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

六

提
出
書
類

１

屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込
書
（
土
木
事
務
所
に
備
付
け
の
も
の
）

２

大
分
県
内
に
勤
務
し
、
又
は
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
書
類
（
在
職
証
明
書
又
は
運
転
免
許
証

等
の
写
し
）

七

受
講
申
込
書
の
提
出
先

最
寄
り
の
土
木
事
務
所

八

そ
の
他

１

講
習
会
当
日
は
、
本
人
確
認
の
た
め
写
真
付
き
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
等
）
を
持
参
す
る
こ

と
。大

分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

一
七



２

詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
又
は
最
寄
り
の
土
木
事
務
所

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

一
八


